
国立病院特別会計事業の概要

概要１．
国立病院特別会計は 「国立病院特別会計法 （昭和２４年法律第１９０号）に基、 」

づき、国立病院の事業を円滑に運営し、その経理の適正を図るため昭和２４年７月
に設置されたものである。
昭和４３年度から従来一般会計で経理してきた国立療養所（ハンセン病療養所）

を除く ）の経理をこの特別会計で行うことになり 「病院勘定」と「療養所勘定」。 、
の２勘定 が設けられている。

病院勘定２．
病院勘定においては、国立病院、国立がんセンター、国立循環器病センター及び

国立国際医療センター並びに国立成育医療センターの経理を行うこととしている。
国立病院は、旧陸海軍所属の病院を厚生省が引継ぎ、広く国民に開放された医療

機関として、昭和２０年１２月に発足したものである。当初は１４６か所であった
が、その後、廃止、国立療養所への転換、地方公共団体への移譲、国立療養所から
の転換が行われ、さらに、昭和６１年から推進している国立病院・療養所の再編成
計画の実施により平成１３年度末現在で７０か所となっており、広域を対象とした
総合診療業務の他、看護師養成所５０か所（国立看護大学校１か所含む 、助産師）
養成所５か所、視能訓練士養成所１か所及び理学療法士・作業療法士養成所３か所
を附設、運営している。
なお、国立がんセンターは、昭和３７年２月、国立循環器病センターは、昭和５

２年６月、国立国際医療センターは、平成５年１０月、国立成育医療センターは、
平成１４年３月に発足し、それぞれ、がん、循環器病、感染症等国際的な調査研究

、 、 、 、が必要な疾病についての高度先駆的医療 成育医療の他 病因・病態の解明 診断
治療法の開発・研究などを一体的に行っている。

療養所勘定３．
療養所勘定においては、国立療養所（ハンセン病療養所を除く ）及び国立精神。

・神経センターの経理を行うこととしている。
国立療養所は、旧軍事保護院所管の結核療養所、精神療養所、脊髄療養所を厚生

省が引継ぎ、特殊な療養を要する者に対する医療機関として、昭和２０年１２月に
発足し、その後さらに日本医療団の解散に伴い、経営を行っていた結核療養所を引
継いだものである。
当初は５０か所であったが、日本医療団からの引継ぎ等により昭和２３年度末に

は１５４か所となり、さらに、結核対策推進のための療養所新設、国立病院からの
転換等により、ピーク時の昭和２８年～３１年度には１８７か所となったが、その
後、統廃合、国立病院への転換等が行われ、さらに、昭和６１年から推進している



国立病院・療養所 の再編成計画の実施により、平成１３年度末現在で１１８か所
となっており、結核、重症心身障害、進行性筋萎縮症等に対する専門的医療等の診
療業務の他、看護師養成所３７か所及び理学療法士・作業療法士養成所６か所を附
設、運営している。
なお、国立精神・神経センターは、昭和６１年１０月に発足し、精神、神経、筋

疾患及び知的障害その他の発達障害についての高度先駆的医療の他、病因・病態の
解明、診断、治療法の開発・研究などを一体的に行っている。

４．国立病院・療養所の独立行政法人化
中央省庁等改革の一環として、国立病院・療養所については、医療の高度化、専

門化などの環境の変化を踏まえつつ、国の医療政策として国立病院・療養所が担う
べき医療を全国において確実に実施し、かつ効率的・効果的に業務を行うため、国
が自ら運営する必要がある国立高度専門医療センター及びハンセン病療養所を除
き、平成１６年度に独立行政法人国立病院機構に移行することとなっている。

５．国立病院・療養所の今後の姿（国立ハンセン病療養所を除く）

国立高度専門医療センター

特別会計

国立病院特別会計 国 の 機 関 と し て 存 続

（ ）病院勘定 ７０施設 国立高度専門医療センター ８

・国立がんセンター中央病院

うち国立高度専門医療センター ・国立がんセンター東病院

・国立がんセンター中央病院 ・国立循環器病センター

・国立がんセンター東病院 ・国立国際医療センター

・国立循環器病センター ・国立成育医療センター

国 立 精 神 神 経 武 蔵 病 院国立病院 ・国立国際医療センター ・ ･ ｾ ﾝ ﾀ ｰ

国 立 精 神 神 経 国 府 台 病 院・療養所（１８８施設) ・国立成育医療センター ・ ･ ｾ ﾝ ﾀ ｰ

（ ）（平成14年3月 日現在） ・国立長寿医療センター 仮称31
(国立療養所中部病院)

療養所勘定 １１８施設

うち国立高度専門医療センター 独立行政法人国立病院機構

・ ･ ｾ ﾝ ﾀ ｰ （１４４施設）国 立 精 神 神 経 武 蔵 病 院

国 立 精 神 神 経 国 府 台 病 院・ ･ ｾ ﾝ ﾀ ｰ

・(国立療養所中部病院)

再編成による民営化・

（ ）地方移管・廃止 ３６施設



６．歳入歳出決算の概要（平成１３年度）

（病院勘定） (単位 百万円)

歳 入 歳 出

436,809 ,089診 療 収 入 病 院 経 営 費 464
69,476 5,425一 般 会 計 よ り 受 入 看 護 婦 等 養 成 費

,724産業投資特別会計より受入 施 設 整 備 費244 85
56 162借 入 金 改革推進公共投資施設整備費,800

,579 60,216積 立 金 よ り 受 入 国債整理基金特別会計へ繰入10
雑 収 入 予 備 費 －21,652

31,989 615,618前 年 度 繰 越 資 金 受 入 計

7,771翌年度の歳入に繰り入れる額

4,162計 積立金として積み立てる額627,551

（療養所勘定） (単位 百万円)

歳 入 歳 出

338,931 ,339診 療 収 入 療 養 所 経 営 費 368
55,947 2,338一 般 会 計 よ り 受 入 看 護 婦 等 養 成 費

,263産業投資特別会計より受入 施 設 整 備 費68 41
31 20借 入 金 改革推進公共投資施設整備費,400

,336 31,378積 立 金 よ り 受 入 国債整理基金特別会計へ繰入7
雑 収 入 予 備 費 －4,188

12,629 443,341前 年 度 繰 越 資 金 受 入 計

4,169翌年度の歳入に繰り入れる額

2,990計 積立金として積み立てる額450,501



７．本財務書類作成のための基本となる事項

国立高度専門医療センター特別会計は、平成１６年度より設立予定の特別会計であり、その構成と

して国立がんセンター（中央及び東病院 、国立循環器病センター、国立国際医療センター、国立成）

、 （ ） （ ）育医療センター 国立精神・神経センター 武蔵及び国府台病院 及び国立長寿医療センター 仮称

が予定されているところである。従って、上記国立高度専門医療センター（国立成育医療センター

（ 設置）の母体は国立大蔵、小児病院であり、国立長寿医療センター（仮称）の母体は国立療養H14.3
所中部病院である ）の決算額を本財務諸表に計上している。。

現在、各国立高度専門医療センターは国立病院特別会計に所属しており、一括で会計されているた

め、歳入については（目）一般会計より受入、借入金及び積立金より受入、歳出については （目）、

国家公務員共済組合負担金、一般会計へ繰入及び国債整理基金特別会計へ繰入について各国立高度専

門医療センター毎に決算額が算出されない。このため、当該科目については、任意に調整した金額を

決算額として計上している。


